
浜松市規則第３７号 

浜松市立幼稚園の使用料に関する規則の一部を改正する規則 

 

 浜松市立幼稚園の使用料に関する規則（平成２７年浜松市規則第６９号）の一部を次の

ように改正する。 

改正前 改正後 

（条例第５条第３号及び第４号の規則で定

める額） 

（条例第５条第３号及び第４号の規則で定

める額） 

第２条 条例第５条第３号の規則で定める額

は、次項に規定する額から子ども・子育て

支援法（平成２４年法律第６５号）第３０

条の１１第１項の規定により支給される施

設等利用費の額を減じた額とする。 

第２条 条例第５条第３号（条例第３条第３

号に掲げる事業に係る部分に限る。）の規

則で定める額は、次項に規定する額から子

ども・子育て支援法（平成２４年法律第 

６５号）第３０条の１１第１項の規定によ

り支給される施設等利用費の額を減じた額

とする。 

２ 条例第５条第４号の規則で定める額は、

次の表に定めるとおりとする。 

２ 条例第５条第４号（条例第３条第５号に

掲げる事業に係る部分に限る。）の規則で

定める額は、次の表に定めるとおりとする。 

実施区分 金額（1回につ

き） 

早朝預かり  （略） 

 

 

 

降園後16時30分まで  （略） 

 （略） 
 

実施区分 金額（1回につ

き） 

早朝預かり  （略） 

開園時間の開始時刻から16

時30分まで 

150  

降園後16時30分まで  （略） 

 （略） 
 

  備考 （略）   備考 （略） 

 ３ 条例第５条第３号（条例第３条第４号に

掲げる事業に係る部分に限る。）及び条例

第５条第４号（条例第３条第６号に掲げる

事業に係る部分に限る。）の規則で定める

額は、次の表に定めるとおりとする。 

 

 

利用区分 金額 

3歳未満 1回1時間までごと

に 

円 

300  

3歳以上 150  
 

   備考 利用者の年齢は、利用する日の属す

る年度（４月１日から翌年３月３１日ま



でをいう。）の４月１日の前日現在の年

齢とする。 

   附 則    附 則 

２ 浜松市立幼稚園条例の一部を改正する条

例（平成２７年浜松市条例第４１号）附則第

４項の規定が適用される場合における第２

条第２項の規定の適用については、同項中

「条例第５条第４号」とあるのは、「浜松市

立幼稚園条例の一部を改正する条例（平成 

２７年浜松市条例第４１号）附則第４項の規

定により読み替えて適用される条例第５条

第４号」とし、同条第１項の規定は、適用し

ない。 

２ 浜松市立幼稚園条例の一部を改正する条

例（平成２７年浜松市条例第４１号）附則第

４項の規定が適用される場合における第２

条第２項の規定の適用については、同項中

「条例第５条第４号（条例第３条第５号」と

あるのは、「浜松市立幼稚園条例の一部を改

正する条例（平成２７年浜松市条例第４１

号）附則第４項の規定により読み替えて適用

される条例第５条第４号（同条例第３条第５

号」とする。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

（あらまし） 

この規則は、幼稚園で行う一時預かり事業に係る使用料の額を定めるほか、所要の整備

を行うものです。 


